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旅館業法施行細則（昭和61年６月横浜市規則第66号）新旧対照表 

現行 改正後 備考 

（浴室等の管理の基準） 

第５条 （本文省略） 

 (2) （本文省略） 

（１及び２省略） 

３ 大

腸菌群 

１ミリリッ

トル中に１

個以下であ

ること。 

下水の水質

の検定方法

等に関する

省令（昭和

37年厚生

省・建設省

令第１号）

第６条に規

定する方法 

（４省略） 
 

（浴室等の管理の基準） 

第５条 （本文省略） 

 (2) （本文省略）  

（１及び２省略） 

３ 大

腸菌 

１ミリリッ

トル中に１

個以下であ

ること。 

下水の水質

の検定方法

等に関する

省令（昭和

37年厚生

省・建設省

令第１号）

第６条に規

定する方法 

（４省略） 
 

 

 

 

 

省令改正によ

る改正 
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公衆浴場法施行細則（昭和61年６月横浜市規則第67号）新旧対照表 

現行 改正後 備考 

（浴槽水等の水質基準） 

第12条 （本文省略） 

（浴槽水等の水質基準） 

第12条 （本文省略） 

 

２ （本文省略） 

（１及び２省略） 

３ 大

腸菌群 

１ミリリッ

トル中に１

個以下であ

ること。 

下水の水質

の検定方法

等に関する

省令（昭和

37年厚生

省・建設省

令第１号）

第６条に規

定する方法 

（４省略） 
 

２ （本文省略） 

（１及び２省略） 

３ 大

腸菌 

１ミリリッ

トル中に１

個以下であ

ること。 

下水の水質

の検定方法

等に関する

省令（昭和

37年厚生

省・建設省

令第１号）

第６条に規

定する方法 

（４省略） 
 

 

 

省令改正によ

る改正 

 

 


